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特集
事例で理解する
債権法改正

Case
Study

は
じ
め
に

　

現
在
、
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部

会
に
お
い
て
議
論
が
さ
れ
て
い
る
債
権
法
改
正

は
、
企
業
活
動
の
基
本
法
に
つ
い
て
の
考
え
方

や
ル
ー
ル
を
変
え
る
も
の
で
あ
り
、
企
業
間
取

引
実
務
に
及
ぼ
す
影
響
が
少
な
く
な
い
。
本
稿

で
は
、
主
に
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員

事　

例
（
図
表
１
参
照
）

　

商
社
で
あ
る
Ｘ
社
は
、
電
子
機
器
メ
ー
カ

ー
Ｙ
社
に
対
し
て
、
パ
ソ
コ
ン
周
辺
機
器
用

の
電
子
部
品
を
継
続
的
に
供
給
す
る
取
引
を

行
っ
て
い
る
。

　

Ｘ
社
が
Ｙ
社
に
納
入
し
て
い
る
電
子
部
品

は
、
国
内
の
電
子
部
品
メ
ー
カ
ー
Ａ
社
お
よ

び
海
外
の
電
子
部
品
メ
ー
カ
ー
Ｂ
社
か
ら
仕

入
れ
て
お
り
（
そ
の
た
め
、
Ｘ
社
は
、
仕
入

れ
の
効
率
化
等
を
目
的
と
し
て
、
Ｂ
社
の
所

在
す
る
外
国
に
事
務
所
を
設
置
し
て
い
る
）、

Ｘ
社
は
両
社
か
ら
仕
入
れ
た
部
品
を
い
っ
た

ん
自
社
の
倉
庫
に
搬
入
・
一
元
管
理
し
た
後
、

Ｙ
社
に
連
絡
し
、
連
絡
を
受
け
た
Ｙ
社
が
商

品
を
Ｘ
社
の
倉
庫
ま
で
取
り
に
行
く
と
い
う

方
法
に
よ
っ
て
、
Ｙ
社
に
納
入
し
て
い
る
。

　

Ｙ
社
は
そ
の
よ
う
に
し
て
Ｘ
社
か
ら
購
入

し
た
電
子
部
品
を
他
の
部
品
と
組
み
合
わ
せ

て
パ
ソ
コ
ン
周
辺
機
器
を
製
造
し
、
国
内
お

よ
び
海
外
で
販
売
し
て
い
る
。

設
問 

Ⅰ

　

Ｘ
社
が
Ａ
社
か
ら
仕
入
れ
て
Ｙ
社
に
対
し
て

納
品
し
た
電
子
部
品
に
性
質
上
の
不
具
合
が
あ

り
、
当
該
電
子
部
品
を
用
い
て
製
造
し
た
パ
ソ

コ
ン
周
辺
機
器
が
正
常
に
作
動
し
な
い
と
い
う

事
態
が
生
じ
た
。

　

こ
の
場
合
、
Ｙ
社
は
Ｘ
社
に
対
し
て
何
を
主

張
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

　

な
お
、
Ｘ
社
が
Ａ
社
か
ら
仕
入
れ
た
電
子
部

品
に
は
、
こ
れ
ま
で
も
数
回
不
良
品
が
混
入
し

て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
Ａ
社
は
Ｘ
社
に
と

っ
て
設
立
以
来
長
年
の
付
き
合
い
の
あ
る
会
社

で
あ
り
、
納
期
や
数
量
に
つ
き
Ｘ
社
の
要
望
に

応
じ
柔
軟
に
対
応
し
て
く
れ
て
い
た
た
め
、
Ｘ

社
は
Ａ
社
と
の
取
引
を
続
け
て
い
た
。
Ｘ
社
は

今
般
の
事
態
を
受
け
、
Ｙ
社
に
対
し
、
謝
罪
を

行
う
と
と
も
に
、
今
後
は
Ａ
社
製
品
の
品
質
管

理
を
強
化
す
る
旨
、
一
週
間
以
内
に
不
具
合
の

な
い
電
子
部
品
を
あ
ら
た
め
て
納
入
す
る
旨
を

伝
え
て
き
て
い
る
。

◉ 

売
買
の
目
的
物
の
瑕か

疵し

に
対
す
る

　

 

買
主
の
救
済
手
段

（
１
）
債
務
不
履
行
責
任
の
一
元
化

　

本
事
例
で
は
、
Ｘ
社
が
Ｙ
社
に
電
子
部
品
を

納
入
す
る
に
際
し
て
、
物
品
に
不
具
合
、
納
入

遅
延
、
倉
庫
保
管
中
の
滅
失
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル

が
生
じ
、
買
主
に
と
っ
て
不
満
足
な
結
果
と
な

っ
た
場
合
の
救
済
手
段
と
し
て
何
を
取
り
得
る

か
と
い
う
点
が
、
設
問
Ⅰ
〜
Ⅳ
（
設
問
Ⅱ
以
降

は
次
号
に
て
解
説
〈
下
記
※
参
照
〉）
に
共
通
し

て
問
題
と
な
る
。

　

基
本
方
針
で
は
、
こ
れ
ら
を
一
元
的
に
債
務

不
履
行
の
問
題
と
し
て
捉
え
、「
目
的
物
の
瑕

図表1　事例相関図

電子部品メーカー（海外）

電子機器メーカー

電子部品を
継続的に供給

電子部品メーカー（国内）

Ａ社

Ｂ社

Ｘ社 Ｙ社 パソコン周辺機器
製造・販売

商社

（注１） 『別冊NBL　№126　債権法
改正の基本方針』（商事法務）。

おだ・だいすけ　弁護士、森・濱田松本法律事務所パートナー。京都大学法学
部卒。平成17～ 19年金融庁監督局総務課課長補佐、平成18～ 19年金融庁法
令等遵守調査室（兼務）。平成20年森・濱田松本法律事務所。平成21年より現
職。企業のガバナンス、コンプライアンス、リスク管理等を専門としている。

うめもと・まい　弁護士、森・濱田松本法律事務所所属。一橋大学法学部、一
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弁
護
士　

小
田
大
輔

弁
護
士　

梅
本
麻
衣

債
権
法
改
正
に
よ
る

取
引
実
務
へ
の

影
響

〜
売
買
・
継
続
的
契
約
を
中
心
に
（
上
）

CASE STUDY

会
に
よ
り
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
債
権
法
改
正

の
基
本
方
針
」（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う

（
注
１
））
に
基
づ
き
、
具
体
的
な
事
例
に
沿
っ

て
、
債
権
法
改
正
が
個
別
の
企
業
間
取
引
実
務

（
特
に
売
買
や
継
続
的
契
約
）
に
与
え
る
影
響

に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

※次回はおおむね以下のような場合の法律関係を取り上げる。
　　設問Ⅱ： Ｙ社がＸ社を通じて中古の工作機械を購入したところ、同機械の作動テスト・調整に時間がかかったため、

Ｙ社の製造ラインが停止し、Ｙ社の売上が落ち込んだ場合。
　　設問Ⅲ： Ｙ社が販促費用をかけて売り込みを行った新製品用の電子部品について、Ｘ社がＢ社からの仕入れに遅

れが出たため、Ｙ社への納入も遅延させた結果、Ｙ社の新製品のリリースが遅れた場合。
　　設問Ⅳ：電子部品を保管していたＸ社の倉庫が類焼して中の電子部品が滅失した場合。
　　設問Ⅴ： Ｙ社がＸ社の商社としてのパフォーマンスの低さに見切りをつけ、直接Ａ社およびＢ社と取引すべく、

Ｘ社との間の継続的部品売買契約について期間満了をもって更新しないこととした場合。
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日
本
企
業
が
中
国
企
業
と
契
約
を
締

結
す
る
場
合
、
当
該
契
約
は
渉
外
契
約

に
該
当
す
る
た
め
、
当
事
者
間
の
約
定

に
よ
り
、
外
国
法
を
準
拠
法
に
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

今
回
は
、
日
本
企
業
と
中
国
企
業
間

の
売
買
契
約
で
あ
り
な
が
ら
、
香
港
法

を
準
拠
法
に
し
た
た
め
に
ト
ラ
ブ
ル
に

発
展
し
た
実
例
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、

中
国
企
業
と
契
約
を
締
結
す
る
際
の
、

よ
り
良
い
準
拠
法
の
選
定
ポ
イ
ン
ト
を

ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

★ 

事
例

　

一
九
九
六
年
七
月
か
ら
一
一
月
に
か

け
て
、
日
本
企
業
Ａ
社
と
北
京
に
あ
る

中
国
企
業
Ｂ
社
は
、
Ａ
社
が
Ｂ
社
に
建

設
工
事
設
備
を
販
売
す
る
合
計
一
七
の

「
貨
物
提
供
契
約
」（
以
下
「
本
件
契
約
」

と
い
う
）
を
締
結
し
、
こ
の
中
で
準
拠

法
を
香
港
法
に
し
、
香
港
の
裁
判
所
に

よ
る
管
轄
を
約
定
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
日
本
企
業
Ａ
社
は
、
二
〇

〇
〇
年
二
月
に
本
件
契
約
で
定
め
た
設

備
の
す
べ
て
を
中
国
企
業
Ｂ
社
に
引
き

渡
し
ま
し
た
が
、
本
件
契
約
の
約
定
金

額
は
一
二
四
八
万
米
ド
ル
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
Ｂ
社
か
ら
一
〇
五
八
万

米
ド
ル
し
か
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
、

Ａ
社
は
Ｂ
社
を
相
手
取
り
残
金
の
支
払

い
お
よ
び
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
訟
を

香
港
の
裁
判
所
に
提
起
し
ま
し
た
。

　

香
港
の
裁
判
所
は
、
二
〇
〇
三
年
一

〇
月
一
七
日
に
日
本
企
業
Ａ
社
を
支
持

す
る
判
決
を
下
し
、
Ｂ
社
に
対
し
て
残

金
と
そ
の
利
息
、
お
よ
び
Ａ
社
が
負
担

し
た
弁
護
士
費
用
の
支
払
い
を
命
じ
ま

し
た
。

　

し
か
し
、
香
港
の
裁
判
所
の
判
決
を

中
国
本
土
で
は
執
行
で
き
な
い
た
め
、

日
本
企
業
Ａ
社
は
二
〇
〇
五
年
三
月
に
、

北
京
市
第
一
中
級
人
民
法
院
に
あ
ら
た

め
て
残
金
の
支
払
い
と
損
害
賠
償
を
求

め
る
訴
訟
を
提
起
し
ま
し
た
。し
か
し
、

北
京
市
第
一
中
級
人
民
法
院
は
Ａ
社
の

提
訴
を
却
下
す
る
裁
定
を
下
し
ま
し
た
。

　

Ａ
社
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
北
京
市

高
級
人
民
法
院
に
上
訴
し
、
北
京
市
高

級
人
民
法
院
は
「
本
件
契
約
で
は
当
事

者
間
で
香
港
の
裁
判
所
を
管
轄
裁
判
所

と
約
定
し
た
が
、
香
港
の
裁
判
所
の
判

決
を
中
国
本
土
で
執
行
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
た
め
、
日
本
企
業
Ａ
社
が
中
国

本
土
で
あ
ら
た
め
て
訴
訟
を
提
起
す
る

こ
と
が
で
き
る
」
と
の
判
断
を
示
し
、

先
の
北
京
市
第
一
中
級
人
民
法
院
の
裁

定
を
取
り
消
し
、
継
続
審
理
を
命
じ
ま

し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
二

〇
日
、北
京
市
第
一
中
級
人
民
法
院
は
、

日
本
企
業
Ａ
社
の
請
求
を
棄
却
す
る
判

決
を
下
し
た
た
め
（
注
１
）、
日
本
企
業

Ａ
社
は
北
京
市
高
級
人
民
法
院
に
再
度

上
訴
し
ま
し
た
。

★ 

判
旨

　

二
〇
〇
九
年
七
月
六
日
、
北
京
市
高

級
人
民
法
院
は
以
下
の
判
断
を
示
し
、

原
審
を
維
持
し
、
日
本
企
業
敗
訴
の
判

決
を
下
し
ま
し
た
（
注
２
）。

①  

「
本
件
は
香
港
の
裁
判
所
に
よ
る
管

轄
を
約
定
し
、
実
際
に
香
港
の
裁
判

所
に
よ
る
判
決
が
下
さ
れ
た
も
の
の
、

中
国
大
陸
と
香
港
と
の
間
に
は
司
法

共
助
協
定
が
な
い
た
め
、
香
港
の
裁

判
所
が
下
し
た
判
決
は
中
国
大
陸
で

は
執
行
で
き
な
い
。
日
本
企
業
Ａ
社

の
権
益
が
保
護
さ
れ
な
い
状
況
の
下

で
、
最
も
密
接
な
関
係
の
原
則
に
従

い
、
日
本
企
業
Ａ
社
が
中
国
企
業
Ｂ

社
の
所
在
地
の
裁
判
所
に
訴
訟
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

②  

「
本
件
契
約
の
当
事
者
が
香
港
法
の

適
用
を
選
定
し
て
お
り
、
本
件
に
お

い
て
は
香
港
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
し
か
し
、
香
港
の
弁
護
士

が
作
成
し
た
『
法
的
意
見
書
』
に
対

し
て
中
国
企
業
Ｂ
社
が
異
議
を
申
し

立
て
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
企

業
Ａ
社
は
こ
れ
に
対
す
る
十
分
な
関

連
法
的
根
拠
を
提
供
で
き
な
か
っ
た

た
め
、
本
件
で
は
香
港
法
に
対
す
る

調
査
が
で
き
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る

を
得
ず
、
よ
っ
て
中
国
法
を
適
用
す

る
。」

③  

「
日
本
企
業
Ａ
社
が
本
件
契
約
の
約

定
に
従
い
設
備
を
す
べ
て
中
国
企
業

Ｂ
社
に
引
き
渡
し
た
と
い
う
十
分
な

証
拠
を
提
出
で
き
な
か
っ
た
た
め
、

Ａ
社
が
不
利
な
結
果
を
負
う
べ
き
で

あ
る
。」

　

つ
ま
り
、
香
港
法
を
適
用
す
べ
き
と

し
な
が
ら
も
、
北
京
市
高
級
人
民
法
院

は
、
最
終
的
に
は
中
国
法
を
適
用
し
ま

し
た
。
ま
た
、
日
本
企
業
Ａ
社
が
本
件

契
約
に
定
め
た
設
備
を
全
部
中
国
企
業

Ｂ
社
に
引
き
渡
し
た
と
い
う
十
分
な
証

拠
を
提
出
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
中
国

企
業
Ｂ
社
は
残
金
等
を
日
本
企
業
に
支

払
う
必
要
は
な
い
と
も
判
断
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
香
港
の
裁
判
所
の
判
決
と
は

真
逆
の
見
解
で
あ
り
、
日
本
企
業
に
と

っ
て
は
非
常
に
不
本
意
な
結
果
と
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

★ 

解
説

（
１
）
準
拠
法
選
定
時
の
留
意
点

　

中
国
企
業
と
契
約
を
締
結
す
る
場
合
、

自
社
が
日
本
企
業
か
日
本
企
業
の
中
国

現
地
法
人
か
に
よ
っ
て
、
選
定
で
き
る

準
拠
法
が
異
な
り
ま
す
。

　

日
本
企
業
の
場
合
、
契
約
当
事
者
の

一
方
が
外
国
企
業
に
な
る
た
め
、
渉
外

契
約
に
該
当
し
、
当
事
者
間
で
準
拠
法

を
中
国
法
ま
た
は
日
本
法
、
あ
る
い
は

第
三
国
の
法
律
に
す
る
の
か
、
基
本
的

に
は
自
由
に
選
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
（
注
３
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
企
業
の
中
国

現
地
法
人
で
あ
る
場
合
、
契
約
当
事
者

が
い
ず
れ
も
中
国
企
業
に
該
当
す
る
た

め
、
当
該
契
約
は
中
国
国
内
契
約
と
同

義
で
あ
り
、
当
事
者
間
で
外
国
の
法
律

China Business

中国ビジネス
を成功させる
契約法務の基礎知識

中国弁護士　韓 晏元

新連載

「準拠法」に関連した
売買契約の落とし穴

一ノ回

（注１）中民初字第1782号（2007年）。

（注２）高民終字第919号（2008年）。

（注３）「契約法」126条。
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